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第１章 総論 
 

 

第１節 地域防災計画・富士山火山編の概要 
この計画は、市民等の生命、身体及び財産を火山災害から保護するため、富士山火

山防災対策協議会（以下「協議会」という。）が策定した「富士山火山避難基本計画

（令和５年」（以下「避難基本計画」という。）に基づき、市、県、防災関係機関等が

必要な予防・応急対策等について定めたものである。 

本編に規定があるものを除いては、一般災害編による。 

 

 

第２節 活火山としての富士山 
気象庁の定義による活火山とは、概ね過去１万年以内に噴火した証拠がある又は活

発な噴気活動がある火山をいい、日本には、１１１の活火山があり、現在は休火山や

死火山という用語は用いられない。富士山は、過去５，６００年間の間に約１８０回

の噴火が確認されており、国内でも有数の活動的な活火山である。 

富士山は、日本の中央に位置し、広大なすそ野を形成している。その周囲には多く

の人口が存在しているため、大規模な噴火の場合、被害規模や影響は、甚大なものに

なることが予想される。また、噴火時には過去の履歴から、噴火に伴うあらゆる現象

が発生する可能性が想定される。 

 

 

第３節 富士山との共生 
富士山は、火山としての興味深い知識を豊富に得ることのできる火山資源であると

ともに、優れた景観や豊富な動植物、水資源、高原野菜等は、火山による恩恵であ

り、地域住民の生活の一部を支えている。このため、富士山の自然環境や恵みへの理

解を深めながら、環境教育、災害に強い地域社会の形成や火山に関する教育・普及・

啓発を行い富士山との共生を図る必要がある。 

 

 

第４節 富士山の現況等 

第１ 富士山の概要（地形、地質、その他）  

富士山は、フィリピン海プレート、北米プレート、ユーラシアプレートが接する

地域に位置する玄武岩質の成層火山で、山体の体積は約５００Ｋｍ３と我が国陸域の

火山の中で最大である。山腹斜面の勾配は、標高１，０００ｍ以下では１０度未満

と緩いが、標高が高くなるに従い傾斜は急になり、山頂近くでは４０度近くとなっ

ている。 

第２ 富士山の活動史 

１ 火山はその一生の中で活動の特徴を変えることが多い。そこで、活動の特徴

が類似する期間を「期」あるいは「ステージ」などとしてまとめることで、火
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山の噴火史の区分を行うことが一般的に行われる。このような噴火史の区分や

その境界年代は、研究の進展によって変化しうる。 

富士山の総合的調査結果である産業技術総合研究所地質調査総合センターの

富士山地質図（第２版）（高田ほか､2016)では､現地調査で明らかになった富士

火山噴出物の上下関係と多くの放射性炭素年代値を総合的に検討して､新しい

富士山の噴火史を構築し､年代区分を行った｡約 17,000 年前頃に始まる溶岩大

量流出を境に､それ以前を星山期(約 10 万年前〜約 17,000 年前)､それ以後を富

士宮期(約 17,000 年前～約 8,000 年前)と須走期(約 8,000 年前以降)としてい

る｡須走期は､火山活動の低下を示す富士黒土層を形成した須走-a(約 8,000 年

前~約 5,600 年前)､山頂及び山腹からの溶岩流出により今見られる円錐形の火

山体が形成された須走-b(約 5,600 年前～約 3,500 年前)､山頂及び山腹での爆

発的噴火が卓越した須走-c(約 3,500 年前～約 2,300 年前)及び山腹割れ目噴火

が繰り返された須走-d(約 2,300 年前以降)に分けられている｡ 

なお､宮地(1988)等で区分されていた古富士火山は｢星山期｣に新富士火山は

｢富士宮期｣｢須走期｣に相当する｡ 

 

噴火年代区分 
年代区分 時期 主な噴火口の位置 噴火の傾向 

星山期 
約 10 万年前～ 

約 17,000 年前 
- 

爆発的噴火 

複数回の山体崩壊※2 

富士宮期 
約 17,000 年前～ 

約 8,000 年前 
- 溶岩の大量流出 

須 

走 

期 

須走-a 期 約 8,000 年前～ 

約 5,600 年前 
(静穏期) 

小規模な火砕物の噴出(富士黒

土層※3の主要部分形成) 

須走-b 期 約 5,600 年前～ 

約 3,500 年前 
山頂と山腹 

溶岩の流出､火砕流の発生(現

在の円錐形の火山体の形成) 

須走-c 期 約 3,500 年前～ 

約 2,300 年前 
山頂と山腹 

爆発的噴火、火砕流の発生山体

崩壊※２ 

須走-d 期 約 2,300 年前～現在 
山腹 

溶岩の流出 

爆発的噴火（宝永噴火） 

※１噴火年代区分の須走期等の名称は模式地の地名による。 

※２山体崩壊の発生の要因は複数あり、噴火によるものか否かは特定できていない。 

※３火山灰があまり降らなかったことにより、植物が茂りそれが腐ってできる黒土（腐植土）に富む地層  
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２ 富士山は、日本にある山の最高峰であり、山頂を中心に北西から南東方向に

約１００個の側火口がある。 

有史後の主な噴火は、貞観６～８年（西暦 864～866 年）の貞観噴火で、北

西山腹から大量の溶岩を流出し、また、宝永４年（西暦 1707 年）の宝永噴火

では、南東山腹から噴火し、江戸（東京都）にも大量の火山灰を降らせた。 

以来３００年余、現在まで静かな状態が続いている。しかし、平成１２年１

０月から１２月、及び翌年４月から５月には富士山直下の深さ１５㎞付近を震

源とする低周波地震の多発が確認された。これより浅い地震活動や地殻変動等

の異常は観測されなかったため、直ちに噴火の発生が懸念されるような活動で

はなかったが、改めて富士山が活火山であることが認識されたところである。 

 

○富士山の主な災害の歴史 

「郷土史年表」等による富士山の主な火山災害は次のとおりである。 
800(延暦 19.4～) 富士山大噴火 大量の火山灰を噴出（日本紀略） 

864(貞観 6.5.～) 富士山大噴火 溶岩流が本栖湖を埋める 

（貞観大噴火） （三代実録） 

1083(永保 3.2.28) 富士山大噴火（扶桑略記） 

1707(宝永 4.11.23) 未明から富士山大噴火、宝永山が出現する（宝永大噴火） 

第３ 富士山における噴火の特徴 

噴火の主な特徴は、次のとおりである。 

１ 噴火のタイプは、火砕物噴火、溶岩流噴火、及びこれらの混合型の噴火で、

少数であるが火砕流の発生も確認されている。 

２ 山頂の火口では繰り返し同一火口から噴火しているが、側火口では近隣の火

口からの噴火は認められるが、同一火口からの再度の噴火は確認されていな

い。 

３ 噴火の規模は、小規模なものが圧倒的に多く、約２，３００年前以降で最大

の火砕物噴火は宝永噴火であり、最大の溶岩流噴火は貞観噴火である。 

４ 古文書等の歴史的資料には、確かな噴火記録だけでも西暦７８１年以降１０

回の噴火が確認されている。 

 

 

第５節 想定火口範囲及び想定される噴火現象とその危険性 

第１ 想定火口範囲 

協議会の富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会報告書（令和３年３月）で

示されたとおり、約５，６００年前以降、これまでに噴火した火口と、その関係性

や地質調査の状況に基づき、火口が今後形成される可能性が高い範囲（これまでに

形成された火口や、それらの火口を山頂まで結んだ線から外側１ｋｍの外周を結ん

だ領域、山頂から半径４ｋｍ以内の全領域）を想定火口範囲とする。 
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出典：富士山ハザードマップ想定火口範囲富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会報告書(令和３年)  
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第２ 想定される火山現象とその危険性 

１ 想定される前兆現象 

火山性地震 

 

火山体およびその周辺で起きる震源が浅い地震。マグマの動きや熱水の

活動等に関連して発生するものや、噴火に伴うものもある。多くは、身

体に感じない小さな地震であるが、時として震度５から６弱程度の強い

揺れになる恐れもある。 

火山性微動 
地面の連続的な振動を、火山性地震と区別して火山性微動という。火山

活動が活発化したときや火山が噴火したときに多く観測される。 

山体膨張 マグマの貫入等により、山体の一部が膨張する現象である。 

火山ガス・噴気 

 

火山ガスは、マグマに溶け込んでいたガス成分が、マグマから分離し、

火口や噴気孔から放出される気体成分である。大部分は水蒸気である

が、二酸化炭素、二酸化硫黄、硫化水素等の有毒な成分を含むことがあ

る。 

 

２ 富士山で想定される噴火現象とその解説 

火口形成 

火口とは、地下のマグマや火山ガスに運ばれた岩塊などが噴出する穴あ

るいは割れ目である。 

噴火中の火口またはそのごく近傍では生命に危険が及ぶが、噴火前の

段階では、想定火口範囲内のどこに火口ができるか特定できないため、

噴火前に想定火口範囲のエリア外への避難とする。 

火砕流・火砕サージ 

高温の岩石・火山灰・火山ガスの混合物が、一団となって斜面を高速で

流下する現象である。火砕流よりも密度が小さく、主に熱い空気や火山

ガスなどの気体と火山灰などが混じった熱風を、火砕サージと呼ぶ。い

ずれもその破壊力は大きく、巻き込まれた建物は消失し、人は死傷する。

また、その速さは高速走行の自動車程度であるため、噴火前に影響範囲

外に事前に避難する必要がある。 

大きな噴石 

 

気象庁では、噴火によって火口から吹き飛ばされる防災上警戒・注意す

べき大きさの岩石を噴石と呼んでおり、防災上の観点から「大きな噴石」

および「小さな噴石」に区分している。概ね２０〜３０ｃｍ以上の、風

の影響をほとんど受けず弾道を描いて飛散するものを「大きな噴石」と

呼んでおり、その速度は時速１００ｋｍ超えると考えられている。大き

な噴石の直撃を受けると、建物は破損し、人は死傷することもある。特

に、火口から半径２㎞〜４㎞の範囲は、大きな噴石がたくさん飛散する

可能性があるので危険である。直径数㎝程度の小さな噴石は、風の影響

を受け遠く離れた地域にも到達することがある。西暦１７０７年の宝永

噴火では、上空の強い西風に乗って、火口から１０㎞ほど離れた場所で

２０㎝程度の軽石が到達し、さらに２０㎞離れたところでも数センチの

軽石が到達した。 

溶岩流 

 

火口から噴出したマグマが重力によって地表を流下する現象で、富士山

の溶岩流の温度は１，２００度ぐらいと高温であり、溶岩流の進路上に

ある家や道路を埋め近くの木々を燃やす。流れの速さは温度などの条件

によって様々であるが、通常は、人が歩く程度若しくはそれより遅い速

さであり、流下状況に合わせた段階を踏んだ避難が可能である。 

融雪型火山泥流 

雪が積もっている季節に噴火が発生し、火砕流などによって斜面の雪が

融けて、土砂を取り込んで高速で流れ下る現象である。主に谷底など低

いところを流れ下るが、大量の泥流が流れると、谷をあふれて流れる危

険性もある。山頂付近から一気に高速で流れ下るので、発生後の避難は

困難であることから積雪期には建物の倒壊または２階への浸水のおそ

れがある地域では噴火前の立ち退き避難が必要となる。 

降灰 

 

噴火によって火口から上空に放出された火山灰が空高く吹き上げられ、

風に乗って遠くまで運ばれた後、地表に降下する現象で、火口の近くで

は厚く積もり、遠くにゆくにしたがって徐々に薄くなる。多量の降灰が

あると、屋根に積もった火山灰の重みにより木造の建物等が倒壊する可

能性もあり、降灰堆積厚によっては、堅牢な建物への避難が必要となる。 

小さな噴石 
直径数㎝程度の、風の影響を受けて遠方まで流されて降下する噴石のこ

とであり、火口から１０㎞以上離れた地域まで到達することがある。直
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径１０㎝程度のものが飛来することもあり、これらが人体に直撃すると

非常に危険であるため、屋内に退避し安全を確保する必要がある。 

また、直径１０㎝を超えるサイズのものは内部が高温である可能性があ

り、火災の原因にもなるため、注意が必要である。 

降灰後土石流 

山の斜面に積もった火山灰が、雨で流れて高速で流れ下る現象であり、

少量の降雨でも発生し、広範囲に流出するおそれがある。 

なお、降灰後だけでなく、降灰中や噴火終息後、長期間にわたって発

生することがあるため、注意を要する。１０㎝以上の降灰が生じ、かつ

時間雨量１０㎜を超える降雨が生じた場合には、渓流付近からは速やか

に立ち退く必要がある。 

 

３ 避難対象エリアの設定 

避難基本計画では、噴火現象の影響想定範囲は、溶岩流が最終的に到達する

可能性がある範囲とし、これを第１次から第６次までの６つの避難対象エリア

に区分している。 

第１次避難対象エリアは、想定火口範囲とし、第２次避難対象エリアは、火

砕流等や大きな噴石が到達する可能性がある範囲とし、第３次から第６次避難

対象エリアは、溶岩流の到達時間により設定がされている。 

本市は、第５次及び第６次避難対象エリアとなっている、 

避難対象 対象とする範囲（可能性マップの示す範囲） 

影響想定範囲 
可能性マップの示す範囲（火口形成、火砕流・火砕サージ、大き

な噴石、溶岩流） 

 第１次避難対象エリア 想定火口範囲 

 第２次避難対象エリア 火砕流・火砕サージ、大きな噴石が到達する可能性のある範囲 

 第３次避難対象エリア 溶岩流が３時間以内に到達する可能性がある範囲 

 第４次避難対象エリア 溶岩流が２４時間以内に到達する可能性がある範囲 

 第５次避難対象エリア 
溶岩流が７日間以内に到達する可能性がある範囲 

 第６次避難対象エリア 溶岩流が最終的（最大で５７日間）に到達する可能性がある範囲 

 

出典：溶岩流等避難対象エリアの設定 富士山火山避難基本計画（令和５年） 
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出典：溶岩流等の影響想定範囲と避難対象エリア 富士山火山避難基本計画（令和５年） 
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４ 噴火シナリオと避難対応ステージ 

避難基本計画では、平時から噴火、火山活動の終息まで段階に応じた対応を

関係機関と共有できるよう噴火シナリオを作成し、その避難対応を段階ごとに

「避難対応ステージ」と区分しており、これらを表記する。 

 

 
 

出典：富士山火山の噴火シナリオ 富士山火山避難基本計画（令和５年） 
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出典：富士山火山の噴火シナリオ（噴火発生後の対応）富士山火山避難基本計画（令和５年） 
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出典：避難対応ステージ 富士山火山避難基本計画（令和５年） 

※噴火前の対応は、噴火形態に関わらず同一であることに留意する。 
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第６節 本市において想定される火山災害と影響想定 
富士山噴火の想定について、平成１６年６月に富士山火山防災協議会において富士

山ハザードマップが作成され、その後の富士山に関する各種調査研究により、現在の

ハザードマップの想定火口範囲や溶岩流等の火山現象の影響想定範囲が拡大する可能

性が明らかになったため、令和３年３月２６日に、ハザードマップの改定が行われ

た。 

市域に影響する現象は、次のとおりである。 

 

火山現象 本市への被害想定 

溶岩流 
桂川（相模川）に沿って、溶岩流が最短で３６時間以内の

到達が想定される 

降灰 
市南部において約１０ｃｍ、北部において約２ｃｍの堆積

が想定される 

小さな噴石 
直径１～５ｃｍ以上の、噴石が市内各地に落ちてくる想定

がされる 

降灰後土石流 

降灰が１ｃｍ以上堆積し、時間１０ｍｍ以上の降雨があっ

た場合、土砂災害警戒区域等において、土石流の発生が想

定される 
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※出典：溶岩流可能性マップ 富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会報告書（令和３年） 

 

※溶岩流ドリルマップ 

溶岩流ドリルマップは、噴火の規模ごと、火口ごとのシミュレーション結果をもとに

個々の噴火口から流出した場合に、どこまで到達するかを具体的に示した図であり、住

民の避難や交通規制など防災対応を検討する際に基礎となる。全２５２枚作成されてお

り、本市に溶岩流が到達するとされている溶岩流ドリルマップは、以下のとおりである。 

 

No ドリルマップ 到達時間 

1 M18 7 日間で到達する可能性のある範囲 

2 M19 7 日間で到達する可能性のある範囲 

3 M20 7 日間で到達する可能性のある範囲 

4 M21 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 17 日) 

5 M22 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 17 日) 

6 M23 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 17 日) 

7 M24 7 日間で到達する可能性のある範囲 
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8 M25 7 日間で到達する可能性のある範囲 

9 M26 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 17 日) 

10 M27 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 17 日) 

11 M28 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 17 日) 

12 L9 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

13 L10 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

14 L11 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

15 L12 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

16 L13 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

17 L14 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

18 L15 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

19 L16 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

20 L17 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

21 L18 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

22 L19 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

23 L20 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

24 L21 7 日間で到達する可能性のある範囲 

25 L22 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

26 L23 7 日間で到達する可能性のある範囲 

27 L24 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

28 L25 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

29 L26 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

30 L27 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 

31 L28 最終的に到達する可能性ある範囲(最大で約 57 日) 
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※出典：中規模噴火流ドリルマップ 富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会報告書（令和３年） 

大規模噴火流ドリルマップ 富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会報告書（令和３年）  
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※出典：降灰の影響想定範囲 富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成１６年） 

（宝永規模の噴火の月別降灰分布図を１２ケ月分重ね合わせた図） 

 

 

 
 

※出典：降灰後土石流可能性マップ 富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会報告書（令和３年） 

 

大月市 
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※出典：降灰後土石流の影響想定範囲と避難対象エリアのイメージ 富士山火山避難基本計画(令和５年) 

 

 
 

※出典：小さな噴石の影響想定範囲 富士山火山避難基本計画（令和５年） 
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第７節 噴火警報・火山情報等の種類と発表基準 
国（気象庁）の発表する噴火警報・火山情報等の種類及び発表基準と、富士山にお

いて考えられる火山の状態と想定される現象等は、次のとおりである。 

第１ 噴火警報・火山情報等の種類 

１ 噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺） 

気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、

火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、

避難までの時間的猶予がほとんどない現象）の発生が予測される場合やその危

険が及び範囲拡大が予想される場合に、火山名「警戒が必要な範囲（生命に危

険を及ぼす範囲）」等を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」が居住地域ま

で及ぶ場合は「噴火警報（居住地域）」、火口周辺に限られる場合は「噴火警報

（火口周辺）」として発表する。噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住地

域を含む市町村に対する特別警報に位置付けられる。 

 
※出典：噴火警報・予報の対象範囲 気象庁ホームページ 

２ 噴火予報 

気象庁が、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴

火警報には及ばない程度と予想される場合に発表する。 

３ 噴火警戒レベル 

火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災関係機関や住民等の「と

るべき防災行動対応」を５段階に区分し、噴火予報・警報に付して発表する。 

活動火山対策特別措置法（昭和 48 年法律第 61 号）第４条の規定に基づき、

各火山の地元の都道府県等は、火山防災協議会を設置し、平常時から、噴火時

や想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備について共同で検討

を実施する。噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災

対応」を設定し、市町村・都道府県の「地域防災計画」に定められた火山で、噴

火警戒レベルは運用される。 

富士山における噴火警戒レベルの取扱いは次のとおりである。 

なお、富士山では、噴火前の火山活動が高まる段階で、火口の位置を特定し

限定的な警戒範囲を示すのは困難なことから、レベル２の発表はしないことと

している。 
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※出典：富士山の噴火警戒レベルリーフレット（令和５年３月２９日改正） 
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５ 降灰予報 

気象庁は、以下の３種類の降灰予報を提供する。 

（１） 降灰予報（定時） 

ア 噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活等等に影響を

及ぼす降灰が予想される場合に、定期的（３時間ごと）に発表。 

イ １８時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される

降灰範囲や小さな噴石の落下範囲を提供。 

（２） 降灰予報（速報） 

ア 噴火が発生した火山注１に対して、事前計算した降灰予報結果の

中から最適なものを抽出して、噴火発生後５～１０分程度で発

表。 

イ 噴火発生から１時間以内に予想される降灰量分布や小さな噴石

の落下範囲を提供。 

ウ 降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速

やかに伝えるため、予測された降灰が「少量」のみであっても必

要に応じて発表。 

（３） 降灰予報（詳細） 

ア 噴火が発生した火山注２に対して、降灰予測計算（数値シミュレ

ーション計算）を行い、噴火発生後２０～３０分程度で発表。 

イ 降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰息を速

やかに伝えるため予測された降灰が「少量」のみであっても必要

に応じて発表。 

ウ 噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量

分布や降灰開始時刻を、提供。 

 

注１ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以上の降

灰が予想されるた場合に発表 

注２ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以上の降

灰が予想される場合に発表。 
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※出典：降灰予報情報発表の流れ 気象庁ホームページ 

 

 
※出典：降灰量階級表 気象庁ホームページ 
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６ 火山現状に関する情報等 

噴火警報・予報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお

知らせするための情報等で、気象庁が発表する。 

（１） 火山の状況に関する解説情報 

気象庁が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していない、

または、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況

ではないが、今後の活動の推移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レ

ベルの引上げや、「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性があると判断

した場合等に、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項を伝えるた

め、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低いが、また

は、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、

火山活動に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判

断した場合には、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

（２） 噴火速報 

気象庁が、登山者や周辺の住民に、火山が噴火したことを端的にいち早

く伝え、身を守る行動を取ってもらうために、発表する。 

噴火速報は以下のような場合に発表する。 

ア 噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発

生した場合 

イ 噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警報レ

ベルの引上げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模の噴火が

発生した場合（※） 

ウ このほか、社会的に影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝え

る必要があると判断した場合 
※噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

なお、噴火の発生を確認するにあたっては、気象庁が監視しているデータだけでな 

く、関係機関からの通報等も活用する。 

（３） 火山活動解説資料 

写真や図表等を用いて火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項を

等について解説するため、臨時及び定期的にに発表する。 

（４） 月間火山概況 

前月１ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめ毎月上旬に発

表する。 

（５） 噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙高度・

噴煙の流れる方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後直ちに

お知らせするために発表する。 
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第２章 災害予防計画 
 

 

第１節 防災組織の充実 
一般災害編第２章 第１節「防災組織の充実」を準用する。 

 

 

第２節 災害に強いまちづくり 
総 務 管 理 課 

福 祉 介 護 課 

地 域 整 備 課 

市 民 課  

子 育 て 健 康 課 

教 育 委 員 会 

第１ 安全な土地利用 

１ 市は、火山の噴火現象等を想定し、防災上重要な施設（避難場所、高齢者や

障害者・児童・乳幼児等の要配慮利用施設、危険物施設など）を設置する場合

は、安全な場所に確保されるように努めるものとする。 

２ 市は、火山噴火による危険が差し迫った状況にある場合には短時間に多数の

住民等の避難が必要になる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形特性及

び避難所等の防災関連施設を表した地理空間情報の整備の推進、あらかじめ避

難のための道路、広場等の整備の推進に努めるものとする。 

３ 市は、噴火による被害軽減を図るため、土地の所有者及び利用者に対し、富

士山ハザードマップに基づく噴火現象の影響予想範囲に関する情報提供を積極

的に行う。 

第２ 公共施設等の安全性確保 

市は、公共施設、避難所となる施設並びに学校及び要配慮者利用施設について、

火山災害に対する安全性を考慮し、不燃堅牢化を推進するなど建物構造の強化に努

める。 

第３ ライフライン施設等の安全性確保 

ライフライン施設管理者（事業者等）は、上下水道、電気、ガス、電話等のライフ

ライン関連施設や廃棄物処理施設について、火山災害に対する安全性の確保を図る

とともに、必要に応じて、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替

性の確保を進めるものとする。 

また、施設内より集塵した降灰の仮置き場の確保及び設備の洗浄に努めるものと

する。  
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第３節 防災関連施設・地域防災力等の把握  
総 務 管 理 課 

子 育 て 健 康 課 

消 防 団 

福 祉 介 護 課 

消 防 本 部 

 

市は、防災対策を円滑に実施するため、被害が想定される地域及びその周辺におけ

る防災関連施設、防災体制、地域特性等に関するデータの整備に努める。なお、主な

項目については次のとおりである。 

１ 地域の人口（昼・夜間別）、世帯数 

２ 消防職員・団員数、消防車両等の配置状況、自主防災組織の状況 

３ 輸送能力、輸送路、優先的に啓開を有する道路、交通規制実施予定区域 

４ 火山災害時における避難所の状況 

５ 避難ルート、避難場所等の状況 

６ 医療施設、社会福祉施設の所在地及び職員数、入院、入所、通所者数等の状

況 

７ 広域防災拠点、ヘリポート 

８ 通年の気象データ 

９ 災害対策本部設置予定場所・施設の状況 

１０ 備蓄倉庫 

 

 

第４節 火山に関する知識・防災知識の普及・啓発・教育 
総 務 管 理 課 

教 育 委 員 会 

産 業 観 光 課 

 

第１ 住民等に対する普及・啓発・教育 

市は、災害に強い地域体制の充実及び広域的な地域防災力の向上並びに避難基本

計画などの周知を図るとともに、次により富士山火山に関する基礎知識、防災対策

の普及・啓発・教育に努めるものとする。 

１ 広報誌・ホームページ等の活用 

２ 新聞、テレビ、ラジオ等各種報道媒体の活用 

３ 社会教育の場の活用 

４ 火山災害に関する印刷物等の作成、配布 

５ シンポジウムや講演会等の開催 

６ ソーシャルネットワークサービスを利用した防災・気象情報の配信 

第２ 防災関係機関の職員に対する防災知識の普及・教育 

防災関係機関等の災害予防責任者は、職員に対し、教育機関その他の関係のある

公私の団体に協力を求めるなどすることによる講習会、研修会の開催及び火山災害

に関する印刷物等を配布し、火山防災知識の普及徹底及び教育を図る。 

特に市職員については、先進自治体等の研究、調査を実施し、防災知識の向上を

図る。 
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第３ 観光客・観光事業者に対する普及・啓発 

１ 市は、観光協会と連携して観光客向けの防災マップ、パンフレット等を作

成、観光施設、宿泊施設などにおいて掲示又は配布をし、火山防災知識の普

及・啓発を図る。 

２ 市は、観光協会等関係機関と連携して観光事業者に対し、火山防災知識の普

及・啓発、避難基本計画の周知を図る。 

第４ 教職員等への普及活動 

市は、教職員等を対象に学識者等専門家による講習・研修会等を開催し、火山に

関する知識や理解を深めるとともに、教材や教育方法についても検討する。 

第５ 児童・生徒等への防災教育 

市は、小学校低学年、高学年、中学生等学年別に、富士山の防災対策をはじめ、

火山の基礎知識、火山の恵み、自然環境等に関するプログラムを学習内容に組み入

れる等、火山に関する総合的な教育の推進に努めるとともに、保護者等に対して火

山災害時の避難、保護の措置について、知識の普及を図る。 

第６ 防災上重要な施設の管理者等に対する教育 

市、防災関係機関は、危険物を有する施設等、防災上重要な施設の管理者に対し

て火山災害の防災教育を実施するよう努める。 

第７ 普及・教育内容 

１ 火山に対する一般的知識 

２ 気象、火山災害発生原因等に関する知識 

３ 市地域防災計画及びこれに伴う防災体制 

４ 火山災害予防措置 

５ 火山災害危険箇所、適切な避難場所及び避難所、避難路等に関する知識 

６ 災害用伝言ダイヤル等、安否情報の確認のためのシステムの効果的、効率的

な活用に関する知識 

７ 過去の災害に係る教訓 

８ 避難基本計画 

 

第５節 防災訓練 

総 務 管 理 課 

第１ 市及び県、防災関係機関、自主防災組織、事業者等 

富士山の災害の特性を踏まえ、必要に応じて風水害や地震などの様々な条件を加

え、噴火を想定した防災訓練を実施、正しい知識の周知、行動の熟知、問題点の抽

出を図る。 

訓練にあたっては、防災関係機関の協力を得て、自主防災組織、事業者等が参加

する訓練を積極的に実施する。 

なお、富士山ハザードマップや噴火シナリオ等を活用して被害の想定を明らかに

するとともに実施時間を工夫する等様々な条件を設定し、参加者自身の判断も求め

られる内容を盛り込むなどの実践的なものとなるよう工夫する。 
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１ 総合防災訓練 

２ 関係自治体との合同防災訓練 

３ 住民（自主防災組織）における避難訓練 

４ 事業所・施設における避難・災害対応訓練 

５ 徒歩等での避難訓練 

６ 噴火警報・火山情報等の伝達訓練 

７ 通信障害を想定した災害対応訓練 

８ 災害対応訓練として実践的な図上訓練 

９ 個別訓練（家族会議等） 

第２ 市民 

市及び県、防災関係機関、自主防災組織、事業者等が、実施する噴火を想定した

防災訓練に積極的に参加し、的確な火山防災対策の体得に努める。 

 

 

第６節 火山専門家との連携体制の整備 

総 務 管 理 課 

１ 市は、避難範囲の設定等を行うためには、異常現象の分析、噴火の見通しに

関する判断等の専門的な知識が必要となるため、地域において富士山に詳しく

適宜解説等の情報交換が行える火山専門家から必要に応じ火山活動への防災対

策に関する適切な指導・助言等を受けられる体制の整備に努める。 

２ 火山専門家は、富士山の監視、県を通じて得た情報等を基に、甲府地方気象

台と連携しながら、県及び市町村等へ火山活動を解説する。 

また、平時においては、富士山噴火対策に関する適切な指導・助言、講習会

等の活動に関する協力を行う 

 

 

第７節 自主防災活動 

総 務 管 理 課 

避難範囲内の自主防災組織は、市と連携して、次の自主防災活動に努めるものとす

る。 

１ 富士山ハザードマップ及び市で定めた防災避難マップに基づく噴火現象の影

響予想範囲の確認 

２ 気象庁が発表する噴火警報・火山情報等の種類、発表基準及び伝達系統の確

認 

３ 火山災害時の避難経路及び避難所等の確認 

４ 住民等に対する避難誘導方法の検討 

５ 避難行動要支援者名簿等に基づく避難行動要支援者の把握 

６ 要配慮者に対する支援方法の検討 
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７ 噴火を想定した防災訓練の実施 

 

 

第８節 各施設等の防災対応力の向上 
福 祉 介 護 課 

教 育 委 員 会 

子 育 て 健 康 課 

第１ 要配慮者利用施設の防災対策の推進 

１ 要配慮者利用施設の施設管理者 

（１） 避難対象範囲内の要配慮者利用施設の施設管理者は、利用者等の安全

確保、避難誘導（避難計画）、移動体制（搬送計画）等の整備に努める

とともに、保護者への連絡方法及び引渡方法等を明確にしておく。 

また、平時から施設の被災などに備え、近隣市町村等の施設管理者と入

所者の受け入れ等にかかる協定の締結などに努めるものとする。 

（２） 市との連携のもと、近隣住民、自主防災組織、ボランティア組織との

日常的に連携を図り、入所者の実態に応じた協力が得られるように平時

の体制づくりに努める。 

２ 市 

避難対象範囲内の施設管理者に対して避難計画策定の促進を図るとともに、

必要に応じて調整・支援を行う。 

 

 

第９節 避難活動体制の整備 
総 務 管 理 課 

まちづくり創生課 

会 計 課 

短 大 事 務 局 

子 育 て 健 康 課 

教 育 委 員 会 

消 防 団 

企 画 財 政 課 

特 命 推 進 課 

議 会 事 務 局 

福 祉 介 護 課 

産 業 観 光 課 

消 防 本 部 

 

第１ 避難のための体制の整備 

１ 市は、火山災害から市民の生命及び財産等を守るため、市内各地区へ避難す

るための避難計画の策定に努めるとともに、噴火被害が広範囲に及んだ場合の

市外への避難も想定した計画とすること。 

２ 市は、高齢者等避難、避難指示により、住民等が市内の各地区に分散して避

難することに備え、事前に関係施設と避難者の受け入れなど必要な事項につい

て連携をとれる体制の整備に努める。 

３ 市は、噴火被害が広範囲に及ぶ可能性を想定して、近隣市町村への避難が必

要となる人口・車両数等の把握に努める。 
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４ 市は、市外から受け入れた避難者の安否情報の収集や市外へ避難した者の情

報把握の方法の整備に努める。 

５ 市は、広域応援要員のための宿泊施設や活動拠点として利活用可能な大型施

設をあらかじめ把握するよう努める。また、被災地周辺の活動拠点を後方支援

するための拠点として既存施設の活用を検討する。 

６ 市は、市内各地区に避難するための避難計画を策定する際、必要に応じ県と

連携を図り、避難者受入れ先の確保等に関する調整等の支援を求めるものとす

る。 

７ 国土交通省関東整備局甲府河川国道事務所、県、富士山周辺市町村、警察、

富士急行㈱は、広域避難を実施する際の協力体制を協議して体制の整備に努め

る。 

第２ 避難所の整備 

市は、避難基本計画及び本計画に定める事項を基に、あらかじめ噴火による災害

から避難する住民等の指定緊急避難場所及び指定避難所の整備・指定するものとし、

特に次の点に留意するものとする。 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設にあたっては、噴火状況に応じて安

全性の確認を行う。 

２ 要配慮者の避難については、できる限り再避難をさける地域とする。 

３ 大量の降灰を想定して、鉄筋コンクリート造等の堅固建物の確保に努める。 

４ 指定緊急避難場所は、原則として徒歩で避難できる範囲とする。 

５ 要配慮者のための福祉避難所について、社会福祉施設や公的な宿泊施設及び

民間の宿泊施設などの利用ができるよう、協定を締結するなど、十分な施設の

確保に努める。 

６ 避難所の整備及び運営方法等については、自主防災組織の他、各地域の様々

な立場の住民と事前に協議等を行い、発災時に迅速な対応ができるよう努め

る。 

第３ 避難経路の設定 

１ 市は、速やかに住民が避難できるように、徒歩等での避難に要する時間、火

山災害や土砂崩れの危険性などを考慮して、避難経路をあらかじめ設定すると

ともに、土砂災害の発生状況や避難可能な道路の把握、避難対象者への伝達方

法をあらかじめ定めておくなど、事前対策の充実に努める。 

２ 市は、交通規制の箇所、手段等について公安委員会及び道路管理者と事前に

充分な協議を行う。 

第４ 道路啓開体制の整備 

道路管理者は、火山災害によって通行に支障をきたす場合に備えるため、優先的

に啓開を要する道路の選定、要員の確保及び道路啓開資機材・除灰に必要な車両の

確保等を行う。また、除灰した火山灰の仮置き場の確保に努める。 
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第１０節 災害ボランティア支援体制の整備 
一般災害編第２章第１４節「災害ボランティア支援計画」を準用する。 

 

 

第１１節 要配慮者支援体制の整備 
一般災害編第２章第１３節「要配慮者対策の推進計画」を準用するほか、次の火山

災害特有の対策を実施する。 

１ 要配慮者支援体制 

（１） 地域においては、自主防災組織が中心となり、行政機関、地域組織、

福祉関係団体等が協力して要配慮者の支援にあたり、日頃から連携して

火山災害時の協力体制に努める。 

（２） 入院・入所施設を有する医療機関・社会福祉施設においては、入院患

者等のコンディションや避難者数の規模により避難に時間を要するこ

とが想定されるため、避難開始基準に関わらず各施設の判断により早期

の避難開始を検討する。なお、「避難促進施設（避難確保計画の作成）

に関する取組の協議会統一基準」に基づいて市町村が避難促進施設とし

て指定した施設については、スタッフ及び入院・入所者の安全を確保す

るため、避難確保計画を作成する。 

（３） その他、各施設においては、富士山火山避難基本計画に記載された社

会福祉施設等が避難対策にあたって検討すべき事項等を参考に体制整

備に努める。 

２ 人材確保 

（１） 市は、日ごろから手話通訳者、要約筆記者、ガイドヘルパー、介護技

術者、外国語の通訳、通訳ボランティア等の人材の確保に努め、要配慮

者の支援に必要となる人材の確保に努めるものとする。 

（２） 県は、障害者団体等と連携して、必要に応じて、要配慮者の支援に必

要となる人材の確保に関する支援体制の構築に努めるものとする。 

３ 乳幼児・児童・生徒の避難体制整備 

富士山火山避難基本計画に定めるとおり第１次から第６次避難対象エリア内

の全ての学校・児童関連施設において、噴火警戒レベルが３に引き上げられた

時点で原則として速やかに休校等の措置を行う。 

（１） 休校後の引き渡し等については、各施設の立地条件に応じて、保護者

への引き渡し又は集団避難後に引き渡す等の具体的な引き渡し方法を

予め検討しておくものとする。 

（２） 避難対象エリア外の施設においても、大規模な降灰が生じた場合には

影響が及ぶため、同様に休校措置を検討することが望ましい。 

（３） 「避難促進施設（避難確保計画の作成）に関する取組の協議会統一基

準」に基づいて市町村が避難促進施設として指定した施設については、

教職員及び入院・入所者の安全を確保するため、避難確保計画を作成す

る。 
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第１２節 医療救護体制の整備 
一般災害編第３章第２０節「医療助産計画」を準用する。 
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第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 応急活動体制 

各 課 共 通 

第１ 基本方針 

１ 市、県及び防災関係機関は、火山災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合において、情報の共有化が図られ、相互連携のもと各自の行うべき災害応

急対策が迅速かつ的確に行われるよう、あらかじめ、その組織体制について計

画を定める。 

２ 職員の動員計画においては、夜間、休日等の勤務時間外における災害の発生

に当たっても、職員を確保できるように配慮する。 

３ 火山災害発生時における各応急対策の実施に当たっては、十分な人員を確保

できるように各部局間における人員面での協力体制の整備を図る。 

４ 火山応急対策の総合かつ円滑な実施を図るため、市、県及び防災関係機関相

互の連携を強化し応援体制の整備を図る。 

第２ 災害対策本部設置前の警戒体制、災害対策本部の設置等は、 

一般災害編第３章第１節「応急活動体制」を準用する。 

 

 

第２節 職員配備計画 
一般災害編第３章第２節「職員配備計画」を準用する。 
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（再掲） 

１ 配備基準 

災害時の職員の配備は、気象情報、災害の状況に基づき、次の配備基準による。 

組織 配備 配備基準 主な活動内容 配備要員 

 注意配備 

① 大月市に、次の注意報の１

以上が発表されたとき 

  ・大雨注意報 

  ・洪水注意報 

  ・強風注意報 

  ・大雪注意報 

  ・風雪注意報 

・ 災害情報の収集を行う 

・ 事態の推移に伴い、速

やかに第１配備に移行で

きる態勢を整える 

総務管理課長及び防災行

革担当職員２名以上の自

宅待機 

 第１配備 

① 大月市に、次の警報の１以

上が発表されたとき 

 ・大雨警報 

 ・洪水警報 

 ・暴風警報 

 ・暴風雪警報 

 ・大雪警報 

② 市域で震度４の地震を観

測したとき 

③ 火山の状況に関する解説情

報（臨時）が発表されたとき、

または火口周辺警報:噴火警

戒レベル３（入山規制）が発表

されたとき。 

・ 災害情報の収集、伝達 

・ 応急対策活動に着手 

・ 事態の推移に伴い、速

やかに第２配備に移行

できる態勢を整える 

 

・部等長 

・総務管理課長及び防災

行革担当職員 

・次に掲げる課等の長及

び必要に応じ長が指名す

る職員 

 秘書広報課、産業観光

課、建設課、地域整備課 

 

災害

警戒

本部 

第２配備 

① 大月市に、土砂災害警戒情

報が発表されたとき 

② 次の特別警報の１以上が発

表されたとき 

  ・大雨特別警報 

  ・暴風特別警報 

  ・暴風雪特別警報 

  ・大雪特別警報 

② 市域で震度５弱、５強の地

震を観測したとき 

 

③ 噴火警報：噴火警戒レベル

４またはレベル５が発表され

たとき。 

④ その他市長が必要と認めた

とき 

・ 情報の収集、伝達 

・ 応急対策活動に着手 

・ 事態の推移に伴い、速

やかに災害対策本部に

移行できる態勢 

・部等長 

・総務管理課職員全員 

・全課等長及び長が指名

する職員 

・その他、情勢に応じて

増員してくものとする 

災害

対策

本部 

第３配備 

① 大規模な被害が発生した

とき 

② 市域で震度６弱以上の地

震を観測したとき 

③ 南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）が発表され

たとき 

④ 富士山の噴火発生後、本市

が溶岩流又は降灰等の影響を

受ける可能性があるとき 

⑤ その他市長が必要と認めた

とき 

市の組織及び機能のすべて

による応急対策活動 

全 職 員 

備考 災害の規模及び特性に応じ、この基準によりがたいと認めたときは、臨機応変の配備体制を整えるものとする。  
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第３節 情報の伝達・収集・広報 

総 務 管 理 課 

第１ 噴火警報・火山情報等の伝達 

１ 気象庁 

気象庁地震火山部（火山監視・警報センター）が富士山についての火山情報

を発表した場合、甲府地方気象台は、噴火警報・火山情報等についての知事へ

の通報及び県内関係機関への伝達を行う。なお、県内への影響が予想される他

火山の降灰予報についても同様の通報・伝達を行う。 

２ 県 

（１） 噴火警報・火山情報等を受理したときは、内容、予想される災害、と

るべき措置を付加して、市町村長並びに関係機関に伝達する。 

（２） 火山専門家から火山活動状況、噴火警報・火山情報等に関する内容に

ついて助言を受けた場合、必要に応じて甲府地方気象台、市町村長、関

係機関に伝達する。 

（３） 火山噴火に起因する土石流災害が急迫した場合、国とともに緊急調査
1を実施し、被害の想定される区域や時期などの土砂災害情報について、

市町村長、関係機関等に周知する。 

３ 市 

（１） 火口周辺警報、噴火警報及び土砂災害緊急情報を受理したときは、内

容、予想される災害、とるべき措置等を直ちに、防災行政無線、有線電

話、広報車等で当該地域住民、観光客、登山者等に迅速かつ的確にその

内容の周知徹底を図る。 

（２） 噴火予報を受理したときは、必要に応じて、内容、とるべき措置を的

確に当該地域住民、観光客、登山客等に周知徹底を図る。 

４ 道路管理者 

火口周辺警報及び噴火警報を受理したときは、その内容について、道路情報

提供装置により伝達に努める。 

  

                                                
1緊急調査： 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第２９条第１項に基づ

き、国土交通省、又は県が行う緊急調査。噴火により、降灰、火砕流として流下した火山灰その

他これらに類するものが堆積し、その後降雨に伴い発生する土石流により、重大な土砂災害の発

生が想定されるか否かを判断するもの。 
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５ 伝達系統 

気象庁から発表される噴火警報、噴火予報、降灰予報及び火山情報等の伝達

経路を示す。 

 

（１） 噴火予報・火口周辺警報及び噴火警報 

 
   で囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8条第 1 号及び第 3号並びに第 9号の規定に基づく

法定伝達先。 

の経路は、気象業務法第 15 条の２によって、特別警報の通知又は周知の措置が義務付けられてい 

る伝達経路。 

   太線及び二重線の経路は、活動火山対策特別措置法第 12 条によって、火山現象警報、火山現象特 

別警報、火山の状況に関する解説情報（臨時の発表であることを明記したものに限る。）及び噴火 

速報が発表された際に通報又は要請等が 義務付けられている伝達経路。 

 

 

（２） 降灰予報及び火山情報等 

気
象
庁 

→ 

甲
府
地
方
気
象
台 

→ 

県 

（防災危機管理課） 
→ 

大月市 

大月市消防本部 

→ 

住民 

観光客 

入山者 

↓   

甲府河川国道事務所、ＮＨＫ（甲府放送局）山梨放送、

テレビ山梨、エフエム富士甲府ＣＡＴＶ、エフエム甲

府、ＣＡＴＶ富士五湖県警察本部、東京電力パワーグ

リッド（山梨総支社）ＮＴＴ東日本（山梨支店）、東京

ガス山梨、陸上自衛隊北富士駐屯地 

 

第２ 入山自粛・観光客等の帰宅促進の情報伝達 

１ 市は、噴火警報が発表された場合、広報車、防災行政無線、ホームページ等

を活用して、帰宅促進の広報を行う。 

２ 県は、噴火警戒レベル３が発表された場合、報道機関に対して、入山自粛呼
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びかけ、観光客の帰宅促進についての報道を依頼するとともに、可能な限りヘ

リコプターを活用した広報を行う。 

３ 県、市及び観光協会は、観光客の誘導に当たり、互いに連携し、道路の規制

及び交通機関の運行に関する情報等を収集して、観光施設、宿泊施設等に対し

て情報提供を行う。 

第３ 避難に関する情報伝達 

１ 市長は、高齢者等避難、避難指示に加え、車両の使用の可否など避難の手段

等を、防災行政無線放送、有線電話、広報車等で危険地域の住民、観光客、登

山者、関係機関等に速やかに伝達するほか、その内容の周知徹底のために警察

官、消防職員、消防団、報道機関等の協力を得る。 

２ 市は、要配慮者への情報伝達にあたっては、的確な情報提供を行うよう民生

委員、福祉関係団体等に協力を得て速やかに行う。 

３ 市は、避難の指示等を行った場合には、地元観光協会、関連する観光事業者

に伝達し、一時滞在者の避難や帰宅促進・観光自粛等の対応を呼びかける。 

第４ 安否情報 

市は、自主防災組織、消防団、民生委員等と協力・連携して、避難実施状況を迅

速に確認するとともに、安否情報を的確に広報・案内するように努める。 

第５ 被害情報等の収集・伝達 

１ 被害状況の確認 

（１） 県は、地上調査及び消防防災ヘリコプターによる上空からの調査等の

多様な手段を用いて被災状況の把握を行う。 

（２） 市は、降灰に関する広域の情報について、道路、鉄道及び電力等の各

管理者等が持つ情報も収集する。 

２ 情報の伝達 

市は、防災行政無線放送又は有線電話等により相互に情報を伝達するととも

に、住民等に対しては、マスメディアやインターネットなどを使い定期的に情

報を提供する。 

第６ 問い合わせ対応 

市は、火口周辺警報及び噴火警報等の内容や意味、公共機関の状況等の問い合わ

せ対応のため総務管理課に窓口を設ける。  
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第４節 避難行動 

総 務 管 理 課 

第１ 基本方針 

噴火の始まる前には、地震の発生、低周波地震の増加、火山性微動等の異常現象

が予想されるため、気象庁から発信される火山情報による火山活動の状況、また段

階に応じて住民等を安全な地域へ避難させることを避難行動の基本とする。 

第２ 避難の指示等 

１ 市長 

火山噴火による災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、住民等の生命、身体に危険が及ぶと認められるときは、「本節 第７ 噴火

現象に応じた避難活動」に基づき、危険地域の住民等に対して速やかに高齢者

等避難、避難指示を行うとともに、その内容の周知徹底のために警察官、消防

職員、報道機関等の協力を得る。この場合には、速やかにその旨を知事に報告

する。 

２ 知事 

市長が高齢者等避難、避難指示の全部もしくは大部分の事務を行うことがで

きなくなったときは、市長に代行して避難の指示等を行うとともに、その内容

の周知徹底のために警察官、消防職員、消防団、報道機関等の協力を得る。 

３ 警察官 

火山噴火による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人

の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するために必要が

特にある場合、市長が避難のための立退きを指示することができないと認める

とき又は、市長から要求があったときは、必要と認める地域居住者等に対し、

避難の立退きを指示することができる。この場合には、直ちに避難の指示をし

た旨を市長に報告する。 

４ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 

火山災害の状況により、住民等の生命、身体に危険が切迫していると認めら

れるときで、市の職員、避難指示に関する権限の委任を受けた職員、警察官が

その場にいない場合に限り、危険地域の住民等に対して避難のための立ち退き

を指示することができる。この場合には、直ちに避難の指示をした旨を防衛大

臣の指定する者に通知する。 
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第３ 避難の指示等の内容 

高齢者等避難、避難指示は、次の内容を明示して行う。なお、緊急時にあってす

べての内容を明示するいとまがないときは、内容の一部若しくは全部を省略して、

行うことができる。 

＜明 示 事 項＞ 

○ 避難対象地域         ○ 避難の指示の理由 

○ 避難先            ○ その他必要な事項 

○ 避難経路                  

第４ 警戒区域の設定 

１ 市長 

火山災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民等

の生命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、

災害対策基本法第６３条に基づき、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事す

る者以外の者に対して当該区域への立入を制限し、若しくは禁止し、又は当該

地域区域から退去を命ずることができる。 

２ 知事 

市長がその全部若しくは大部分の事務を行うことができなくなった場合には、

市長に代行して、警戒区域を設定する等の災害対策基本法第６３条第１項に規

定する市長の権限を実施する。この場合に、知事はその旨を公示する。 

３ 警察官 

火山災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において住民等の

生命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときで、か

つ市長若しくは、市の職員、警戒区域設定等に関する権限の委任を受けた職員

が現場にいないとき、又は市長等から要請があったときは、直ちに警戒区域を

設定する等の災害対策基本法第６３条第１項に規定する市長の権限を実施する

ことができる。この場合には、直ちに警戒区域を設定した旨を市長に通知する。 

４ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 

火山災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において住民等の

生命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときで、市

長若しくは、市の職員、警戒区域設定等に関する権限の委任を受けた職員、警

察官その場にいない場合に限り、警戒区域を設定する等の災害対策本法第６３

条第１項に規定する市長の権限を実施することができる。この場合には、直ち

に警戒区域を設定した旨を市長に通知する。 

第５ 住民等が実施する自衛措置 

１ 住民等は、降灰時には、できるだけ外出を控え、やむ得ず外出するときは、

ヘルメット、防災ずきん、マスク、ゴーグル等を着用する。 

２ 避難行動要支援者等（介護者を含む。）、は、避難指示後では、迅速・円滑な

避難が困難な場合があることから、市長から高齢者等避難の発令があった場合

には、早期の避難を行う。 
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第６ 噴火前の自主的な分散避難 

避難基本計画では、噴火警戒レベル１「火山の状況に関する解説情報（臨時）」が

発表された時点から噴火警戒レベル３までの段階では、地域に関わらず自家用車で

の避難が可能としており、自家用車による避難を希望し、親族・知人宅や遠方の宿

泊施設などへ身を寄せても生活が維持できる住民を対象として、「地域のスリム化」

のために避難行動要支援者の避難開始時期より前の早い段階での自主的な分散避難

を積極的に呼びかることとしている。 

第７ 噴火現象に応じた避難活動  

市長は、火山専門家から助言等を受け火山活動状況及び火山情報に応じた避難対

応を行う。 

火山現象 
火山活動 

の状況 

避難対象 

範囲 

 

市長の避難対応 

住民に対して 
一時滞在者に

対して 

（観光客等） 
一般住民 

要配慮者及び

避難行動要支

援者 

溶岩流 

本市へ溶岩流の到

達が予測されると

き 

溶岩流の影

響想定範囲 
溶岩流の流下状況を見て、避難指示を発令する。 

降灰 

噴火が発生し、降

灰が予測されると

き 

市内全域 

屋内への避難準備の呼びかけを発出 

降灰が確認された

とき 
屋内への避難の呼びかけを発出 

降灰深が３０ｃｍ

を超える予測され

るとき 

状況に応じ、避難指示を発令する。 

降灰後 

土石流 

降灰後、降雨が予

想されているとき 

土石流危険

渓流・土砂

災害警戒区

域 

状況に応じ、避難指示を発令する。 

国交省または県が

行う「緊急調査」の

結果、国交省また

は県から「土砂災

害緊急情報」が発

表されたとき 状況に応じ、避難指示を発令する。 

１ｃｍ以上の降灰

が生じ、かつ時間

雨量１０ｍｍを超

える降雨が生じた

とき 

小さな 

噴石 

噴火が発生し、噴

石が予測されると

き 市内全域 

屋内への避備準備の呼びかけを発出 

噴石の落下が確認

されたとき 
屋内への避難の呼びかけを発出 

第８ 広域一時滞在 

１ 基本的な考え方 

溶岩流からの避難は、市内での避難を基本とし、状況によっては市外への広

域一時滞へ避難の拡大をする。 

これまでは、溶岩流からの避難は、自家用車等による避難を基本としていた
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が、富士山ハザードマップの改定により、深刻な渋滞の発生により逃げ遅れが

懸念されるため、一般住民は、徒歩により避難所（場所）等へ移動し、必要に

応じて行政が手配する車両により更なる移動を行うことを基本とする。 

なお、市外への避難は同一県内の他市町村で受け入れることを基本とするが、

受入市町村が広域避難者の受入れのために開設する避難所の収容可能数の不足

や火山活動等の状況等から、各県への避難が必要となった場合には、県は広域

避難者の受入れを要請する。ただし、被災等により各県も受入れが困難な場合

は、国や全国知事会を通じて他の都道府県への受入れを要請する。 

 

 

  



富士-42 

 

第５節 避難所の開設・運営 
総 務 管 理 課 

まちづくり創生課 

会 計 課 

短 大 事 務 局 

子 育 て 健 康 課 

教 育 委 員 会 

消 防 団 

企 画 財 政 課 

特 命 推 進 課 

議 会 事 務 局 

福 祉 介 護 課 

産 業 観 光 課 

消 防 本 部 

 

 

第１ 避難所の開設 

１ 市長は、火山災害により被害を受け、又は受けるおそれのある者を対象に、

火山現象に適した避難所を開設する。 

２ 市長は、住民に避難準備の呼び掛けを実施した場合に、噴火現象に適した避

難所を開設する。 

３ 市長は、必要に応じ、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、火

山災害に対する安全性を確保のうえ、管理者の同意を得て避難所として開設す

るよう努める。 

第２ 避難所の運営管理 

一般災害編第１９節避難計画第６「避難所の開設及び運営」を準用する。 

 

 

第６節 避難区域・警戒区域の見直し 

総 務 管 理 課 

第１ 市長は、新たに火山災害の危険性が発生した範囲又は火山災害の危険性が解消さ

れた範囲について、安全性等を十分に確認し避難範囲の縮小又は避難解除及び警戒

区域の見直しを行う。その際、必要に応じ県に助言を求めるものとする。 

第２ 県は市長が避難範囲の縮小及び避難解除や警戒区域の見直しを行う際に、必要に

応じて専門的な知識を持つ、関係機関及び火山専門家等と噴火の見通しや今後の活

動評価について協議を行う。 

 

 

第７節 一時帰宅の実施 

総 務 管 理 課 

第１ 市長は、避難が長期化した場合において、火山活動が小康状態となっている場合

には、対象範囲を決定して一時帰宅を実施することができる。なお、一時帰宅の実

施に当たっては、２次災害の防止を考慮して、警察、消防、自衛隊等関係機関の協
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力を得て、十分な安全対策を講じるものとする。 

第２ 市長は、一時帰宅を行う場合、必要に応じ県に助言を求めるものとする。その際、

県は必要に応じて、関係機関及び火山専門家等と協議を行う。 

 

 

第８節 交通応急対策 
総 務 管 理 課 

消 防 本 部 

建 設 課 

警 察 署 

第１ 火山災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、住民等の避難の円滑化に

努めるとともに、道路の被害状況、交通状況及び気象の状況の把握に努め、迅速、

的確な交通規制を行うものとする。また、危険箇所の標示、迂回指示、交通情報の

収集及び提供、車両使用の抑制その他運転者のとるべき措置について広報、危険防

止、混雑緩和及び道路施設保全等のための措置を行うものとする。 

第２ 市は、交通規制が予定される場合、および実施された場合、その内容の広報（周

知）の徹底を図る。 

１ 山梨県地域防災計画による基本方針 

（１） 災害の危険が切迫した場合には、車両等の通行安全を確保し迅速・円

滑な避難及び危険地域内での災害応急対策の円滑化を図るため、当該地

域への一般車両の乗り入れは、原則として禁止又は制限する。 

（２） 被害拡大防止及び円滑な災害応急対策活動を確保するため、災害が発

生している地域での一般車両の走行及び乗り入れを禁止又は制限する。 

（３） 避難路等については、優先的にその機能を確保するため、原則として

一般車両の走行を禁止する。 

（４） 被災地域、その周辺の防災上重要な道路については、必要な交通規制

を実施する。 

 

 

第９節 食料及び生活必需品の調達 
一般災害編第３章第２１節「食料供給計画」・第２２節「生活必需物資供給計画」を

準用する。 

 

 

第１０節 飲料水の確保、給水活動 

一般災害編第３章第２４節「給水計画」を準用する。 
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第１１節 社会秩序安定のための活動 
市 民 課 

警 察 署 

消 防 本 部 

 

第１ 警察は、被災者等の安全・安心を確保するための警察活動を推進し、公共の安全

と秩序の維持に当たる。 

第２ 市、県、警察、消防等は連携して、地域全体が集団避難を行わなければならない

事態が発生した場合の無人化した地域について、二次被害を十分に警戒しながら、

治安維持活動に努める。 

 

 

第１２節 降灰対策 
総 務 管 理 課 

建 設 課 

市 民 課 

地 域 整 備 課 

第１ 降灰予報等の周知 

市は、降灰があった場合、県などの関係機関と協力して降灰分布を把握するとと

もに、甲府地方気象台等から降灰予報の情報を収集し、報道機関の協力を得て、降

灰状況を住民等へ周知する。 

第２ 市民が実施する自衛措置 

市民等は、降灰時には、できるだけ外出を控え、やむを得ず外出するときは、ヘ

ルメット、防災ずきん、マスク、ゴーグル等を着用するものとする。 

第３ 降灰の回収 

民有地の降灰除去は、各家庭及び各事業者による対応を原則とし、各家庭から排

出された灰の回収は、市が実施するものとする。なお、各事業者から排出された灰

については、一時的仮置き場までの搬入を各事業者の責任において実施するものと

する。 

集積した火山灰の一時的仮置き場、火山灰の利用、処分等について県等と事前に

検討を行う。 

第４ 陸上交通の復旧 

１ 道路管理者は、降灰により道路の通行に支障をきたすこととなった場合に

は、速やかに応急復旧を実施する。 

２ 鉄道事業者は、降灰により鉄道施設に障害が生じたときは、工事関係者等の

協力を得て降灰の除去等の応急対策を実施する。 

第５ 水道事業者の対応 

水道事業者は、降灰により水道施設に障害が生じたときは、工事関係者等の協力

を得て降灰の除去等の応急対策を実施するものとする。 
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第１３節 被害拡大防止対策 
総 務 管 理 課 

産 業 観 光 課 

地 域 整 備 課 

建 設 課 

噴火時の溶岩流、融雪型火山泥流、降灰後の降雨による土石流及び降灰による災害

拡大防止のため、火山現象に応じて次の対策を実施する。 

第１ 市・国・県・防災関係機関 

緊急減災対策砂防計画が策定されたことから、以下の減災対策を実施することと

する。 

１ 溶岩流・土石流流下防止（導流堤、遊砂地などの砂防・治山工事） 

２ 危険範囲からの危険物等の搬出 

３ 洪水氾濫防止（築堤） 

４ 降灰の除去（公共施設、電線の灰除去、水質汚濁防止など） 

第２ 降灰があった地域の住民及び事業者 

堆積した降灰の除去（住宅・事業施設等）を実施する。 

 

 

第１４節 災害救助法の適用計画 
一般災害編第３章第１８節「災害救助法の適用計画」を準用する。 

 

 

第１５節 応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理計画 
一般災害編第３章第２６節「応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理計画」を準用す

る。 

 

 

第１６節 残留者・行方不明者等の捜索 
一般災害編第３章第２７節「救助・救出計画」を準用するほか、噴火時の捜索にあ

たっては、二次災害を防災するため、噴火状況を把握した上で安全確保に関する万全

の対策を講じるものとする。 

 

 

第１７節 要配慮者支援対策 
一般災害編第３章第１１節「要配慮者、避難行動要支援者対策計画」を準用する。  
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第４章 継続災害・復旧・復興計画 
 

 

第１節 計画の方針 
一般災害編第４章第１節「計画の方針」を準用する。 

 

 

第２節 激甚災害の指定に関する計画 
一般災害編第４章第２節「激甚災害の指定に関する計画」を準用する。 

 

 

第３節 継続災害 

総 務 管 理 課 建 設 課 

大量の降灰があった場合には、土石流危険渓流において土石流が反復・継続して発

生する場合が考えられることから、降灰後の降雨による土石流の危険予想範囲内にお

ける災害防止のために、次の対応を行うものとする。 

第１ 市 

１ 警戒基準雨量の見直し 

２ 警戒避難体制の確立 

３ 降雨時の避難の実施 

第２ 県 

１ 危険性の緊急調査の実施 

２ 土石流・泥流対策の緊急工事 

 

 

第４節 風評被害発生時の防止対策 

総 務 管 理 課 産 業 観 光 課 

第１ 市は、正確な情報の把握に努めるとともに、誤情報の拡大の兆しが確認された場

合には、見解を発表し被害防止に努めるものとする。 

第２ 市は、風評による被害を受けた事業者に対して、その被害を回復できるよう努め

るとともに、事業が継続できるような制度・仕組みについて検討を行う。  
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第５節 恒久住宅等の供給・再建 

建 設 課 

第１ 応急仮設住宅の解消や被災者の生活の再建を図るために、恒久的な住宅の供給を

推進する。 

第２ 市は、被害調査を実施し、住宅の必要供給戸数を算出するとともに、被災地の復

興方針等を踏まえ、住宅再建手法について検討する。その際、被災者の再建意向に

ついても聞き取り調査等により把握し、公営住宅の供給計画、資金融資等による住

宅の補修・再建と供給方針を定め、被災者に速やかに提示する。 

 

 

第６節 税の減免・公共料金の特例措置等 

市 民 課 税 務 課 

市は、必要に応じて、地方税の申告期限・納入期限の延長、徴収猶予及び減免、国

民健康保険制度等における医療費負担の減免及び保険料の減免等、被災者の負担軽減

を図る。 

 

 

第７節 噴火災害発生後の新たな地域づくり 
市は、噴火に伴う被害範囲や被害状況を把握するとともに、火山専門家、学識者等

の協力を得て、安全性や火山活動の継続に伴う影響範囲等の検討・調査を実施し、防

災上の観点から災害危険区域の設定等、地域のあり方についての検討を積極的に行

う。 


